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１ はじめに 

 

公共工事の品質確保を目的として、平成17年４月に「公共工事の品質確保の促進に関する

法律」（以下、「品確法」という。）が施行されました。品確法では、公共工事の品質は、

「経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内

容の契約がなされることにより、確保されなければならない」と規定しており、「総合評価

落札方式」の適用を掲げています。 

また、平成18年12月18日の全国知事会で採択された「都道府県の公共調達改革に関する

指針（緊急報告）」では、不祥事阻止のほか談合を防止する入札制度改革等を目指し、平成 

１９年度から「一般競争入札の拡大」、「電子入札の拡大」、「総合評価方式の拡充」などに

よる入札制度の改革を行うこととしており、本府でも、これを受け、「一般競争入札と電子入

札の完全実施」、「総合評価落札方式の充実」などに取り組んでいます。 

このガイドラインは、公共建築室における総合評価落札方式にかかる当該年度の入札契約

業務の基本的な取扱方針をまとめたものです。 

 

 



 

 

２ 総合評価落札方式実施にあたっての基本事項 

（１）総合評価落札方式の対象工事と評価方式（タイプ） 

① 対象工事 

技術的工夫の余地が比較的大きい場合など、一定規模以上の建設工事に適用します。

（別表１参照） 

○建築一式工事、電気工事及び管工事に総合評価落札方式を採用します。 

○建築一式工事にあっては、工事金額６億円以上の工事を対象とします。 

○電気工事及び管工事にあっては、工事金額２億円以上の工事を対象とします。 

○土木一式工事にあっては、工事金額３．５億円以上の工事を対象とします。 

また、以上に示した対象工事及び工事金額以外の工事でも総合評価落札方式を採

用する事が望ましいと判断する場合は適用することがあります。 

 

② 評価方式（タイプ） 

公共建築室では、工事の特性等に応じて、「技術審査型」と、「技術提案型」のいず

れかを採用します。 

１）技術審査型 

技術的工夫の余地が小さい工事において、施工の確実性と価格を総合的に評価

します。 

対象工事としては、建築工事（一般・住宅）、及び電気・管工事のうち、技術的

な創意工夫の小さい工事とします。 

評価にあたっては、企業の施工能力、企業の信頼性・社会性、配置監理技術者の

能力を求めます。 

２）技術提案型 

技術的工夫の余地が大きい工事において、技術提案による工事品質の向上と価

格を総合的に評価します。 

対象工事としては、電気・管工事のうち、空調設備、受変電設備、照明設備等

を含み、技術的な創意工夫の大きい一般工事とします。 

評価にあたっては、企業の施工能力、企業の信頼性・社会性、配置監理技術者

の能力のほかに、特定の課題について施工上の工夫等の技術提案を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表１：総合評価落札方式適用の範囲 

建築一式工事 電気・管工事 土木一式工事 

入札方式 落札方式 
等

級 
工事金額 

等

級 
工事金額 

等

級 
工事金額 

－ 22.８億円以上 － 22.8 億円以上 － 22.8 億円以上 国際入札 

低入札 

価格調査

制度 

総合評価 

落札方式 

対象工事 

※３ 

AA 
22.8億円未満 

８億円以上
 
A 

22.8億円未満 

2億円以上 

AA 
22.8億円未満 

13.5億円以上 

条件付き 

一般競争 

入札 

A 
15億円未満 

6億円以上 
A 

13.5億円未満 

3.5億円以上 

B 
6 億円未満 

1.8億円以上 
B 

2 億円未満 

0.5 億円以上 
B 

3.5 億円未満 

0.9億円以上 最低制限

価格制度 

※２ 

 

C 
1.8 億円未満 

0.5億円以上 
C 

0.5 億円未満 

0.2億円以上 
C 

0.9 億円未満 

0.2 億円以上 

Ｄ 0.5億円未満 Ｄ 0.2億円未満 Ｄ 0.2億円未満 

※１：府営住宅エレベーター棟増築工事及び改修工事を除きます。 

※２：総合評価落札方式を採用する工事にあっては、低入札価格調査制度を適用します。 

※３：総合評価落札方式対象工事のうち、原則、建築工事で工事金額が１２億円以上22.8億

円未満（Ａ、ＡＡ等級の一部）の府営住宅の建替工事において、条件付一般競争入札

（実績申告型）を実施します。 

 

（２）総合評価落札方式の評価項目・評価基準・配点等 

技術審査型については、標準となる評価項目・評価基準・配点等を定めます。 

技術提案型については、当該工事の特性等により、個別に評価項目・評価基準・配

点等を定めます。 

なお、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令に定め

る工事（国際競争入札案件）については、工事成績評定点を評価項目から除くものと

します。 

 

① 技術審査型 

「技術評価点」は、入札参加資格を満たしている者は「基礎点」として 100 点を

配点し、企業の施工能力、配置監理技術者の能力を評価し、「加算点」として１５点

以内で配点します。



 

 

技術審査型の加算点 

評価項目 評 価 基 準 配点 加算点 

企
業
の
施
工
能
力 

※
１ 

工程管理 

（建築工事のみ） 

簡易な施工計画 

（工程表） 

主要な工事が記載され、施工手順、施工期間等が適切である場合 1.0 
/１.0  

不適切である場合 －５.0 

工事実績 

過去15年間の 

同種工事の工事実

績 

※３ 

同種工事規模の実績あり 2.5 

/2.5 同種工事規模の80%以上で同種工事規模未満の実績あり 1.5 

同種工事規模の80%未満で参加資格工事規模以上の実績あり 0 

過去15年間の 

工事成績評定点 

※４ 

８5点以上 1.0 

/１.0 

８０点以上８5点未満 075 

7５点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

65点以上70点未満  ※5 

65点未満  ※5 －3.0 

品質管理･ 

環境マネジメント 

ISO9001又は 

ISO14001認証取

得の有無（建設業に

関連するもの） 

ISO9001及びISO14001の認証取得あり 1.0 

/１.0 ISO9001若しくはISO14001のいずれかの認証取得あり 0.5 

未取得 0 

品質確保 

※6 

登録基幹技能者 配置工種（最大３職種）×0.3点 0.9 

/１.5 1級技能士 配置工種（最大４職種）×0.15点 0.6 

資格者なし  0 

企
業
の
信
頼
性
・
社
会
性 

若手技術者 

の育成・活躍 

※11 ※12  

※13 

若手技術者（40歳以下）を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

/1.0 

若手技術者（40歳以下）を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

若手技術者（40歳以下）を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし 0 

女性技術者 

の育成・活躍 

※12 ※13 

技術力を有する女性技術者を監理技術者又は現場代理人として配置する 1.0 

/1.0 

女性技術者を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

女性技術者を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

女性技術者を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし 0 

担い手の確保 

※14 

担い手の確保及び

定職率の向上 

建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用 0.5 
/0.5 

上記活用なし ０ 

大阪府施策に 

対する取組 

障がい者の雇用状

況 

障がい者の実雇用率が法定雇用率を超えている 0.5 
/0.5 

超えていない 0 

配
置
監
理
技
術
者
の
能
力 

※
２ 

※
９ 

工事実績 

過去15年間の監理

（主任）技術者若し

くは現場代理人と

して従事した工事

実績  ※7 ※8 

同種工事規模以上の工事実績あり 2.0 

/２.0 同種工事規模未満で参加資格工事規模以上の工事実績あり 1.0 

参加資格工事規模未満の工事実績又は工事実績なし 0 

過去15年間の監理

技術者として従事

した工事の工事成

績評定点 

※10 

８5点以上 1.0 

/1.0 

８０点以上８5点未満 0.75 

7５点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

70点未満  ※5 

資 格 
監理技術者の 

保有する資格 

【建築一式工事の場合】 

1級建築士かつ1級建築施工管理技士 
1.0 

/1.0 【電気工事の場合】１級電気工事施工管理技士 1.0 

【管工事の場合】 １級管工事施工管理技士 1.0 

上記の資格なし 0 

合計点 /14.0 

※ 上表は標準的な評価項目・評価基準等です。個々の工事については、各入札説明書等で確認下さい。 

※１ 共同企業体での申し込みの場合、企業の施工能力等については、代表企業のみを加算点の評価の対象とし

ます。 



 

 

※２ 共同企業体での申し込みの場合、配置監理技術者の能力については、代表企業が配置する監理技術者の実

績を加算点の評価対象とします。 

※３ 元請（共同企業体の構成員としての工事実績、及び電気・管工事については建築元請負業者からの下請負

業者としての工事実績も可）として参加資格確認申請書提出の日までに完成・引渡しが完了した同種工事

の工事実績に限ります。企業の工事実績の対象期間について、公共工事の実績は15年間とし、それ以外（民

間工事を含む。）の実績は10年間とします。 

※４ 工事成績評定点は、当該入札公告日の１ヶ月以前の日から起算して過去15年間の間に完成検査を受けた

「大阪府発注工事（当該案件と同じ大阪府建設工事入札参加登録業種の工事に限る。）」のうち、直近の工

事実績評定点を評価します。（随意契約を除く。） 

※５ 上記（※４）の期間内で当該入札公告日から２ヵ年以前の日までの間に７０点未満の工事実績がある場合

は、そのうち最も低い工事成績評価点を評価します。 

「引渡し後に判明した瑕疵に対する文書注意及び評価への反映について」に基づく文書注意を受けた場合

は、当該文書に記載している点数を減点したものを当該工事の成績評定点とみなします。（平成 28 年４月

1 日以降に完成検査を実施する案件から適用） 

※6 評価項目の適用の有無及び評価対象とする技能者の職種等は工事案件により異なります。個々の工事につ

いては、技術審査資料作成要領により確認ください。1 級技能士の評価において、特記仕様書で配置を義

務付けられている工種は、もう一人別の者を追加配置する場合に限り、加点対象とします。また、同一人

が登録基幹技能者と 1 級技能士双方の資格を持っている場合は登録基幹技能者として加点します。評価し

た登録基幹技能者、1 級技能士の資格者が現場に配置されなかった場合は、（５）②に準じて工事成績評定

点を減点します。 

※7 監理技術者等の工事実績の対象期間について、公共工事の実績は 15 年間とします。ただし、コリンズで

確認できる実績に限ります。また、上記の期間に産前・産後・育児休業、及び介護休業を取得した場合は、

当該休業期間に相当する期間を工事実績の対象期間に加えることができます。 

※8 現場代理人を評価する際は、主任技術者を配置できる場合の国家資格を有している場合に限ります。  

※9 配置監理技術者は、当該案件の契約工期の初日において他の工事に従事していないことを確認できる者に限

ります。 

※10 工事成績評定点は、当該入札公告日の１ヶ月以前の日から起算して過去15年間の間に完成検査を受けた

「大阪府発注工事（当該案件と同じ大阪府建設工事入札参加登録業種の工事に限る。）」のうち、直近の工

事実績評定点を評価します。（随意契約を除く。）また、上記の期間に産前・産後・育児休業、及び介護休

業を取得した場合は、当該休業期間に相当する期間を工事実績の対象期間に加えることができます。 

※11 若手技術者（40 歳以下）とは、契約工期の初日において 40 歳以下である技術者をいいます。 

※12 「技術力を有する」とは、「同種工事の施工実績」、「80 点以上の工事成績評定点（随意契約を除く。）」

又は「監理技術者として 10 年以上の経験」を有することをいいます。 

※13 一人の配置技術者が「若手技術者」と「女性技術者」の両方に該当する場合は、いずれかのみを加点しま

す。 

※14 「担い手の確保」とは、元請において参加資格確認申請書の提出日までに建設キャリアアップシステム

（CCUS）の事業者登録が完了し、かつ、本工事において、現場にカードリーダー等（技能者の現場への

入退場情報を処理できる機器（顔認証式やカードタッチ式等））の設置をすることをいいます。 

※15 本工事に配置する監理技術者は専任とし、建設業法第 26 条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技

術者（以下、「特例監理技術者」という。）の配置は認めません。 

※16 監理技術者としての工事実績は、特例監理技術者の工事実績を除きます。 



 

 

② 技術提案型 

公共建築室が示した設計図書に基づき算定した予定価格の範囲内で、特定の課

題について施工上の工夫等の技術提案を求め評価します。 

「技術評価点」は、入札参加資格を満たしている場合は「基礎点」として 100

点を配点し、「加算点」は、企業の施工能力及び配置監理技術者の能力の加算点

と合わせて 30 点以内で配点します。 

【技術提案の評価項目例】 

・総合的なコストの縮減に関する技術提案内容（ランニングコスト、省エネ等） 

・工事目的物の性能、機能の向上に関する技術提案内容 

・社会的要請への対応に関する技術提案内容（環境保持、特別な安全対策等） 

 

（３）落札者の決定方法 

次の算定式で表される除算方式により、「総合評価点（評価値）」を計算し、点数

のもっとも高いものを落札者とします。 

「総合評価点」が同点の場合は、くじにより落札者を決定します。 

【除算方式】 

技術評価点 ＝  基礎点  ＋ 加算点 

総合評価点 ＝ 技術評価点 ÷ 入札価格（※） × 100,000,000  
※：予定価格内であること 

 

（４）情報の公開 

手続の透明性・公平性を確保するため、入札の評価に関する基準及び落札者の決

定方法等については､あらかじめ入札説明書等において明らかにするものとします。 

① 手続開始時 

総合評価落札方式の適用工事では､入札説明書等において以下の事項を明記す

るものとします。 

1）総合評価落札方式の適用の旨 

2）入札参加要件 

3）入札の評価に関する基準 

・評価項目 

・評価基準 

・評価項目ごとの評価基準 

・評価項目ごとの最低限の要求要件 

・得点配分 

4）総合評価の方法及び落札者の決定方法 

 

② 落札者決定後 

開札結果の内容は以下の事項とします。 

1）各入札参加者名 

2）各入札参加者の入札価格 

3）各入札参加者の技術評価点 

4）各入札参加者の総合評価点 

 

 



 

 

（５）その他の基本事項 

① 中立かつ公正な審査 

1）総合評価落札方式の実施にあたっては、大阪府建設工事総合評価審査会建築

工事部会に諮り、学識経験者から意見聴取します。 

２）総合評価落札方式については、電子入札により、実施するものとします。ま

た、技術提案に対するヒアリングは、特に必要とする場合を除き、原則行いま

せん。 

 

② 技術提案等の担保 

採用された技術提案等については、その履行を確保するための措置や履行でき

なかった場合の措置について、発注者と受注者が契約前に確認した上で、契約上

取り決めます。 

受注者の責により、履行できなかった場合は、工事成績評定点を減点します。

また、契約違反として取り扱う場合があります。 

【工事成績評定点の減点】  

・達成率70％未満   ：10点減点 

・達成率70～90％未満 ： ５点減点 

・達成率90～100％未満： ３点減点 

 

契約工期の初日から工期末までの間に、評価した技術者等を配置できない場合、

以下の措置を行います。ただし、大阪府がやむを得ないと認め、評価と同等以上

の技術者等を配置できる場合を除きます。 

【評価と同等以上の監理技術者を配置できない場合の措置】 

・工事成績評定点：10点減点 

・都市整備部住宅建築局公共建築室発注工事への入札参加制限：3ヶ月間 

【評価と同等以上の若手技術者、女性技術者または補助者を配置できない場合の措置】 

・工事成績評定点：10点減点 

【評価と同等以上の登録基幹技能者、1級技能士を配置できない場合の措置】 

・工事成績評定点：達成率70%未満      10点減点 

達成率70％～90％未満   ５点減点 

達成率90％～100％未満   3点減点 

また、契約工期の初日から工期末までの間に、建設キャリアアップシステムに

ついて評価した内容を確認できない場合、以下の措置を行います。 

【カードリーダー等の設置が確認できない場合の措置】 

・工事成績評定点：５点減点 

※達成率とは、履行確認項目の達成状況に対する評価点（申告点）を履行確認項目

の審査において付与された評価点（申告点）で除した率（百分率）をいう。 

 

③ 技術提案（審査）資料に関する扱い 

技術提案自体が提案者の知的財産であることから、提案内容に関する事項を他

の事業者にみられないようにする、提案者の了承を得ることなく提案の一部のみ

を採用することのないようにする等、その取り扱いに留意します。 

 

（６）実施フロー（技術審査型） 

総合評価落札方式の実施にあたっては、事前に契約局と調整します。 

なお、標準的な実施フローは、次ページに示します。 

 

（７）適用日 

このガイドラインは、令和５年４月１日以降に公告する工事から適用します。 

 



 

 

■【技術審査型】の標準的な実施フロー  

 

対象工事の選定、タイプの選定、評価項目・
配点等案、入札説明書案作成 

 

総合評価の審査 

  大阪府建設工事等 
総合評価審査会 
建築工事部会 

契約局競争入札審査会 

 

公   告 

 

入札説明書・設計図書ダウンロード 

 

入札説明書質問・回答 

 

入札参加資格申請受付 

 

入札参加資格有無の通知 

 

設計図書質問・回答 

 

技術審査資料受付 

 

  
総合評価の審査 

 

 

入  札 

 

  

開札・予定価格等公開及び 
予定価格等に対する質問・回答 

 

参加資格確認 

   低入札調査（調査が必要な場合） 

契約局競争入札審査会部会 

 

落札者決定／開札結果公表 

 

 技術評価点等の質問・回答 

 

契 約 （議会案件は仮契約） 

入札まで 

約 30日 

(見積期間 

15日) 

落札候補者決定 

落札者決定

まで 

10～15日 

(低入調査含

む） 

大阪府建設工事等 
総合評価審査会 

  建築工事部会 ※ 

開札まで 

1～２日 

※学識経験者から意見を聴く 

必要がある場合 候補者決定

まで約７日 



 

 

【参考】 

技術審査型の基礎点及び加算点（建築工事・一般）（建築工事・住宅） 

評価項目 評 価 基 準 配点 
基礎点及び 

加算点 

基礎
点 

技術審査 

資料一式 
入札参加資格を満足しており、資料の欠落がない 100 100 

企
業
の
施
工
能
力 

工程管理 
簡易な施工計画 

（工程表） 

主要な工事が記載され、施工手順、施工期間等が適切である 1.0 
/１.0 

施工手順、施工計画が不適切 －５.0 

工事実績 

過去15年間の 

同種工事の工事実績 

「同種工事○Ａ 」以上の実績あり 2.5 

/2.5 
「同種工事○Ｂ 」規模以上で 

「同種工事○Ａ 」規模未満の実績あり 
1.5 

「参加資格工事」規模以上で 

「同種工事○Ｂ 」の未満での実績あり 
0 

過去15年間の 

「大阪府発注工事」の

工事成績評定点 

８5点以上 1.0 

/1.0 

８０点以上８5点未満 075 

7５点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

65点以上70点未満 

65点未満 －3.0 

品質管理･環境 

マネジメント 

ISO9001又は 

ISO14001 認 証 取 得

の有無（建設業に関連

するもの） 

ISO9001及びISO14001の両方の認証取得あり 1.0 

/1.0 ISO9001若しくはISO14001のいずれかの認証取得あり 0.5 

未取得 0 

品質確保 

登録基幹技能者 配置工種（最大３職種）×0.3点 0.9 

/１.5 1級技能士 配置工種（最大４職種）×0.15点 0.6 

資格者なし  0 

企
業
の
信
頼
性
・
社
会
性 

若手技術者 

の育成・活躍 

若手技術者（40歳以下）を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

/1.0 
若手技術者（40歳以下）を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

若手技術者（40歳以下）を担当技術者として配置し、 

かつ補助を監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

女性技術者 

の育成・活躍 

技術力を有する女性技術者を監理技術者又は現場代理人として配置する 1.0 

/1.0 

女性技術者を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

女性技術者を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

女性技術者を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

担い手の確保 
担い手の確保及び定職

率の向上 

建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用 0.5 
/0.5 

上記活用なし ０ 

大阪府施策に 

対する取組 
障がい者の雇用状況 

障がい者の実雇用率が法定雇用率を超えている 0.5 
/0.5 

超えていない 0 

配
置
監
理
技
術
者
の
能
力 

工事実績 

過去15年間の監理（主

任）技術者若しくは現

場代理人として従事し

た工事実績 

「同種工事○Ａ 」規模以上の工事実績あり 2.0 

/2.0 

「参加資格工事」規模以上で 

「同種工事○Ａ 」規模未満の工事実績あり 
1.0 

参加資格工事規模未満の工事実績 

又は工事実績なし 
0 

過去15年間の監理技

術者として従事した

「大阪府発注工事」の

工事成績評定点 

８5点以上 1.0 

/1.0 

８０点以上８5点未満 0.75 

7５点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

70点未満 

資 格 
監理技術者の 

保有する資格 

1級建築士かつ1級建築施工管理技士 1.0 
/1.0 

上記以外 0 

合計点 /114.0 

※「同種工事○Ａ 」とは、同種工事規模以上を示す。 

※「同種工事○Ｂ 」とは、同種工事規模８０%以上を示す。 



 

 

【参考】 

技術審査型の基礎点及び加算点（撤去工事（階上解体）） 

評価項目 評 価 基 準 配点 
基礎点及び 

加算点 

基礎
点 

技術審査 

資料一式 
入札参加資格を満足しており、資料の欠落がない 100 100 

企
業
の
施
工
能
力 

工程管理 
簡易な施工計画 

（工程表） 

主要な工事が記載され、施工手順、施工期間等が適切である 1.0 
/１.0 

施工手順、施工計画が不適切 -５.0 

工事実績 

過去15年間の同種工

事の工事実績 

「同種工事○Ａ 」以上の実績あり 2.5 

/2.5 

「同種工事○Ｂ 」規模以上で 

「同種工事○Ａ 」規模未満の実績あり 
1.5 

「参加資格工事」規模以上で 

「同種工事○Ｂ 」の未満での実績あり 
0 

過去15年間の「大阪

府発注工事」の工事成

績評定点 

８5点以上 1.0 

/1.0 

８０点以上８5点未満 075 

7５点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

65点以上70点未満 

65点未満 -3.0 

品質管理･ 

環境マネジメント 

ISO9001又は 

ISO14001認証取得

の有無（建設業に関連

するもの） 

ISO9001及びISO14001の両方の認証取得あり 1.0 

/1.0 ISO9001若しくはISO14001のいずれかの認証取得あり 0.5 

未取得 0 

品質確保 

登録基幹技能者 配置工種（鳶・土工） 0.3 

/0.5 1級技能士 配置工種（とび） 0.2 

資格者なし  0 

企
業
の
信
頼
性
・
社
会
性 

若手技術者 

の育成・活躍 

若手技術者（40歳以下）を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

/1.0 

若手技術者（40歳以下）を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

若手技術者（40歳以下）を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし ０ 

女性技術者 

の育成・活躍 

技術力を有する女性技術者を監理技術者又は現場代理人として配置する 1.0 

/1.0 

女性技術者を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

女性技術者を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

女性技術者を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし ０ 

担い手の確保 
担い手の確保及び定

職率の向上 

建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用 0.5 
/0.5 

上記活用なし ０ 

大阪府施策に 

対する取組 
障がい者の雇用状況 

障がい者の実雇用率が法定雇用率を超えている 0.5 
/0.5 

超えていない 0 

配
置
監
理
技
術
者
の
能
力 

工事実績 

過 去 15 年 間 の 監 理

（主任）技術者若しく

は現場代理人として

従事した工事実績 

「同種工事○Ａ 」規模以上の工事実績あり 2.0 

/2.0 
「参加資格工事」規模以上で 

「同種工事○Ａ 」規模未満の工事実績あり 
1.0 

参加資格工事規模未満の工事実績又は工事実績なし 0 

過去15年間の監理技

術者として従事した

「大阪府発注工事」の

工事成績評定点 

８5点以上 1.0 

/1.0 

８０点以上８5点未満 0.75 

7５点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

70点未満 

資 格 
監理技術者の 

保有する資格 

1級建築士かつ1級建築施工管理技士 1.0 
/1.0 

上記以外 0 

合計点 /113.0 

※「同種工事○Ａ 」とは、対象建築物と同じ階数のものを示す。 
※「同種工事○Ｂ 」とは、対象建築物の階数と参加資格工事の中間階数とする。（端数切り上げ） 



 

 

【参考】 

技術審査型の基礎点及び加算点（電気工事・一般） 

評価項目 評 価 基 準 配点 
基礎点及び 

加算点 

基礎
点 

技術審査 

資料一式 入札参加資格を満足しており、資料の欠落がない 100 100 

企
業
の
施
工
能
力 

工事

実績 

延べ面積 

「同種工事○Ａ 」以上の実績あり 1.7 

/2.5 

「同種工事○Ｂ 」規模以上で「同種工事○Ａ 」規模未満の実績あり 1.0 

「参加資格工事」規模以上で「同種工事○Ｂ 」の未満での実績あり 0 

受変電 

設備容量 

「同種工事○Ａ 」以上の実績あり 0.8 

「同種工事○Ｂ 」規模以上で「同種工事○Ａ 」規模未満の実績あり 0.5 

「参加資格工事」規模以上で「同種工事○Ｂ 」の未満での実績あり 0 

過去15年間の 

「大阪府発注工事」の工事成績評

定点 

８5点以上 1.0 

/1.0 

８０点以上８5点未満 075 

7５点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

65点以上70点未満 

65点未満 －3.0 

品質管理･ 

環境マネジメント 

ISO9001又は 

ISO14001 認 証 取

得の有無（建設業に

関連するもの） 

ISO9001及びISO14001の両方の認証取得あり 1.0 

/1.0 ISO9001若しくはISO14001のいずれかの認証取得あり 0.5 

未取得 0 

品質確保 
登録基幹技能者 配置工種（電気工事） 0.5 

/0.5 
資格者なし  0 

企
業
の
信
頼
性
・
社
会
性 

若手技術者 

の育成・活躍 

若手技術者（40歳以下）を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

/1.0 

若手技術者（40歳以下）を現場代理人として配置し、 

かつ補助者としてを監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

若手技術者（40歳以下）を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし 0 

女性技術者 

の育成・活躍 

技術力を有する女性技術者を監理技術者又は現場代理人として配置する 1.0 

/1.0 

女性技術者を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

女性技術者を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

女性技術者を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし 0 

担い手の確保 
担い手の確保及び

定職率の向上 

建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用 0.5 
/0.5 

上記活用なし ０ 

大阪府施策に 

対する取組 

障がい者の雇用状

況 

障がい者の実雇用率が法定雇用率を超えている 0.5 
/0.5 

超えていない 0 

配
置
監
理
技
術
者
の
能
力 

工事実績 

過去15年間の監理

（主任）技術者若し

くは現場代理人と

して従事した工事

実績 

「同種工事○Ｃ 」規模以上の工事実績あり 2.0 

/2.0 
「同種工事○Ｄ 」規模以上で 

「同種工事○Ｃ 」規模未満の工事実績あり 
1.0 

「同種工事○Ｄ 」規模未満の工事実績又は工事実績なし 0 

過去15年間の監理

技術者として従事

した「大阪府発注工

事」の工事成績評定

点 

85点以上 1.0 

/1.0 

80点以上85点未満 0.75 

75点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

70点未満 

資 格 
監理技術者の保有

する資格 

１級電気工事施工管理技士 1.0 
/1.0 

上記以外 0 

合計点 /112.0 

※「同種工事○Ａ 」とは、同種工事規模以上を示す。 
※「同種工事○Ｂ 」とは、同種工事規模８０%以上を示す。 

※「同種工事○Ｃ 」とは、同種工事規模７０%以上を示す。 
※「同種工事○Ｄ 」とは、同種工事規模４０%以上を示す。 



 

 

【参考】 

技術審査型の基礎点及び加算点（管工事・一般） 

評価項目 評 価 基 準 配点 
基礎点及び 

加算点 

基礎
点 

技術審査 

資料一式 
入札参加資格を満足しており、資料の欠落がない 100 100 

企
業
の
施
工
能
力 

工事実績 

「同種工事○Ａ 」以上の実績あり 2.5 

/2.5 「同種工事○Ｂ 」規模以上で「同種工事○Ａ 」規模未満の実績あり 1.5 

「参加資格工事」規模以上で「同種工事○Ｂ 」の未満での実績あり 0 

過去15年間の「大

阪府発注工事」の工

事成績評定点 

８5点以上 1.0 

/1.0 

８０点以上８5点未満 075 

7５点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

65点以上70点未満 

65点未満 －3.0 

品質管理･環境 

マネジメント 

ISO9001又は 

ISO14001認証取

得の有無（建設業に

関連するもの） 

ISO9001及びISO14001の両方の認証取得あり 1.0 

/1.0 ISO9001若しくはISO14001のいずれかの認証取得あり 0.5 

未取得 0 

品質確保 
登録基幹技能者 配置工種（配管） 0.5 

/0.5 
資格者なし  0 

企
業
の
信
頼
性
・
社
会
性 

若手技術者 

の育成・活躍 

若手技術者（40歳以下）を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

/1.0 

若手技術者（40歳以下）を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

若手技術者（40歳以下）を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし 0 

女性技術者 

の育成・活躍 

技術力を有する女性技術者を監理技術者又は現場代理人として配置する 1.0 

/1.0 

女性技術者を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

女性技術者を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

女性技術者を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし 0 

担い手の確保 
担い手の確保及び

定職率の向上 

建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用 0.5 
/0.5 

上記活用なし ０ 

大阪府施策に 

対する取組 

障がい者の雇用状

況 

障がい者の実雇用率が法定雇用率を超えている 0.5 
/0.5 

超えていない 0 

配
置
監
理
技
術
者
の
能
力 

工事実績 

過去15年間の監理

（主任）技術者若し

くは現場代理人と

して従事した工事

実績 

「同種工事○Ｃ」規模以上の工事実績あり 2.0 

/2.0 

「同種工事○Ｄ 」規模以上で 

「同種工事○Ｃ 」規模未満の工事実績あり 
1.0 

「同種工事○Ｄ 」規模未満の工事実績 

又は工事実績なし 
0 

過去15年間の監理

技術者として従事

した「大阪府発注工

事」の工事成績評定

点 

85点以上 1.0 

/1.0 

80点以上85点未満 0.75 

75点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

70点未満 

資 格 
監理技術者の 

保有する資格 

１級管工事施工管理技士 1.0 
/1.0 

上記以外 0 

合計点 /112.0 

※「同種工事○Ａ 」とは、同種工事規模以上を示す。 
※「同種工事○Ｂ 」とは、同種工事規模８０%以上を示す。 

※「同種工事○Ｃ 」とは、同種工事規模７０%以上を示す。 
※「同種工事○Ｄ 」とは、同種工事規模４０%以上を示す。 



 

 

【参考】 

技術審査型の基礎点及び加算点（電気工事・住宅）（管工事・住宅） 

評価項目 評 価 基 準 配点 
基礎点及び 

加算点 

基礎
点 

技術審査 

資料一式 
入札参加資格を満足しており、資料の欠落がない 100 100 

企
業
の
施
工
能
力 

工事実績 

「同種工事○Ａ 」規模以上の工事実績あり 2.5 

/2.5 
「同種工事○Ｂ 」以上で「同種工事○Ａ 」規模未満の工事実績あり 1.5 

「同種工事○Ｃ 」規模以上で「同種工事規模○Ｂ 」の工事実績あり 0.75 

「参加資格工事」規模以上で「同種工事規模○Ｃ 」未満の工事実績あり 0 

過去15年間の「大阪

府発注工事」の工事

成績評定点 

85点以上 1.0 

/1.0 

80点以上85点未満 075 

75点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

65点以上70点未満 

65点未満 －3.0 

品質管理･ 

環境マネジメント 

ISO9001又は 

ISO14001 認 証 取

得の有無（建設業に

関連するもの） 

ISO9001及びISO14001の両方の認証取得あり 1.0 

/1.0 ISO9001若しくはISO14001のいずれかの認証取得あり 0.5 

未取得 0 

品質確保 
登録基幹技能者 

【電気工事の場合】配置工種（電気工事） 0.5 

/0.5 【管工事の場合】 配置工種（配管） 0.5 

資格者なし  0 

企
業
の
信
頼
性
・
社
会
性 

若手技術者 

の育成・活躍 

若手技術者（40歳以下）を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

/1.0 

若手技術者（40歳以下）を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

若手技術者（40歳以下）を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし 0 

女性技術者 

の育成・活躍 

技術力を有する女性技術者を監理技術者又は現場代理人として配置する 1.0 

/1.0 

女性技術者を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

女性技術者を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

女性技術者を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし 0 

担い手の確保 
担い手の確保及び

定職率の向上 

建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用 0.5 
/0.5 

上記活用なし ０ 

大阪府施策に 

対する取組 

障がい者の雇用状

況 

障がい者の実雇用率が法定雇用率を超えている 0.5 
/0.5 

超えていない 0 

配
置
監
理
技
術
者
の
能
力 

工事実績 

過去15年間の 

監理（主任）技術者

若しくは現場代理

人として従事した

工事実績 

「同種工事○Ｃ 」規模以上の工事実績あり 2.0 

/2.0 
「参加資格工事」規模以上「同種工事○Ｃ 」規模の 

工事実績あり 
1.0 

「参加資格工事」規模未満の工事実績又は工事実績なし 0 

過去15年間の 

監理技術者として

従事した「大阪府発

注工事」の工事成績

評定点 

85点以上 1.0 

/1.0 

80点以上85点未満 0.75 

75点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

70点未満 

資 格 
監理技術者の 

保有する資格 

【電気工事の場合】１級電気工事施工管理技士 1.0 

/1.0 【管工事の場合】 １級管工事施工管理技士 1.0 

上記以外 0 

合計点 /112.0 

※「同種工事○Ａ 」とは、同種工事規模以上を示す。 
※「同種工事○Ｂ 」とは、同種工事規模８０%以上を示す。 

※「同種工事○Ｃ 」とは、同種工事規模６０%以上を示す。 



 

 

 

（参考様式 1） 

 

 

（技術提案（審査）資料表紙） 

令和  年  月  日 

 

大阪府総務部契約局長 様 

 

（共同企業体の場合は、共同企業体名及び代表構成員名を合わせて記入すること） 

（組合の場合は、組合名及び代表者名を合わせて記入すること） 

住 所 

商号又は名称 

代 表 者 名                     

 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事 

技 術 提 案（審 査） 資 料 

 

令和○年○月○日付けで公告のありました標記工事の技術提案（審査）資料について、別紙

のとおり提出します。 

 

○工程管理【工程表】の確認者（配置監理技術者） 

（配置監理技術者が複数の場合は、連名で記入すること） 

               

               

               

○問合わせ先 

部 署 ・ 担 当 者                

電 話 番 号                

メールアドレス                

 

 

 

 

 

※ 日付は、電子入札公告に規定する本資料提出日とする。 

※ 配置監理技術者が複数の場合は、確認者の欄に連名で記入すること。 

※ 本工事に配置する監理技術者は専任とし、建設業法第26条第３項ただし書の規定を受ける監理技術者（以

下、「特例監理技術者」という）の配置は認めない。 

※ 通知書番号欄は、「参加資格確認通知書」に記載している番号を記入すること。 

※ 管理番号欄は、記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

通知書番号 ‐ ‐ ‐ ‐

管 理 番 号
(府記入欄)

ﾍﾟｰｼ数 ／

注）送付先は、大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室〇〇課 

とする。 

送付方法等の詳細は、電子入札公告を参照すること。 



 

 

 

 

 

 

（参考様式２ 審査型用） 

工程管理（工程表） 

工事名：  

年・月 

工 事 

   備考 

                      

着工準備期間                       

①〇〇工事 
                      

②〇〇工事 
                      

③〇〇工事 
                      

④〇〇工事 
                      

⑤〇〇工事 
                      

⑥〇〇工事 
                      

記入にあたっての注意事項 

・横線式工程表（バーチャート式）で記入すること。契約工期の初日を令和〇年〇月〇日と仮定し、一定の着工準備期間を必ず記入すること。 

・以下に示す主要な工事についての工程を記入すること。 

①〇〇工事、②〇〇工事、③〇〇工事、④〇〇工事、⑤〇〇工事、⑥〇〇工事 

※ 通知書番号欄は、「参加資格確認通知書」に記載している番号を記入すること。 

※ 管理番号欄は、記入しないこと。 

※ 入札参加者の企業名が特定できる内容・名称を使用しないこと。 

(注)必ず記入し、提出すること。 

未記載の場合は評価ができないので、 

入札は無効となる。 

 

通知書番号 ‐ ‐ ‐ ‐

管 理 番 号
(府記入欄)

ﾍﾟｰｼ数 ／

工期末(〇/〇) 



 

 

(参考様式３－①) 

 

企業の施工能力について 

工 事 実 績 調 書 
工事名：                  

 

(注)必ず記入し、提出すること。 

 未記入がある場合、加算点は０となる場合がある。 

 

■企業における「同種工事」又は「参加資格工事」の工事実績 

加算点の対象となる工事実績の有無 

について該当事項に○印を付すこと 
（いずれの場合も以下の欄に必要事項を記

入すること） 

・同種工事規模以上 有（以下の欄を記入すること）（加算対象）  

・同種工事規模の 80%以上 有（以下の欄を記入すること）（加算対象） 

・参加資格規模以上 有（以下の欄を記入すること）（加算対象外） 

工 事 名  

発 注 者  

工事場所  

契約金額(税込)  

工 期 平成・令和   年   月 から 平成・令和  年   月 まで 

受注形態 単体 ／ 共同企業体(出資比率   ％) ／ 組合 （該当項目を○で囲む） 

工事概要 
（共同企業体での工事実績

の場合、戸数又は延べ面積

については上段に共同企業

体での工事実績を記入し、

下段に出資比率に応じた工

事実績（※の計算結果）を

記入すること。） 

建物用途  

構 造  

階 数  

戸 数 戸 延べ面積 ㎡ 

（出資比率に応じた戸数） 戸 （出資比率に応じた延べ面積） ㎡ 

工事種別 新築／増築／改築（該当項目を○で囲む） 

CORINS 番号 
（コリンズ） 

○○○○○○○○－○○○○－○○○○○ 

 

※ 本調書に記入する物件は、平成△年△月△日(コリンズで確認できる公共工事は平成○年○月○日)から参加資格確認

申請書提出日までに元請（電気・管工事は、公共工事の建築一式工事の 1 次下請も可）として完成・引渡しが完了

している１契約による「同種工事規模以上」、「同種工事規模の 80％以上」又は「参加資格工事規模以上」の実績と

する。 

※ 本調書に記述した物件の図面（建物用途、構造、階数、延べ面積など工事内容のわかる図面、その他必要な図面の写

し）を添付すること。ただし、実績が「都市整備部住宅建築局（旧建築部・旧住宅まちづくり部含む）発注工事」の

場合は不要とする。 

※ 入札参加者が共同企業体の場合は、代表構成員の工事実績を評価対象とする。 

※ 入札参加者が組合の場合は、組合として受注した工事実績を評価対象とする。 

※ 構造、階数、延べ面積は、建築基準法上の数値を記載すること。 

※ 本調書に記載する工事が共同企業体としての工事実績（共同企業体での出資比率が 20％以上であるものに限る）の

場合、工事実績の規模（戸数又は延べ面積）は、下式により、算出した数値（小数以下切捨て）（ただし、共同企業

体としての工事実績（100%）を上限とする。）を記入すること。 

工事実績（戸数又は延べ面積）＝共同企業体の工事実績（戸数又は延べ面積）×共同企業体での出資比率×２．０ 

※ 落札候補者は、本実績調書に記載した物件について、次の資料を電子入札公告に記載した日時に持参すること。（以

下「事後確認資料」という。） 

・本調書に記載した物件の契約書（写しを提出）(受注形態が共同企業体の場合は、共同企業体協定書（写しを提出）

共) 

※ 工事実績については、対象物件を所管する発注者に問い合わせるなど、事実確認を行う場合がある。 

本実績調書と事後確認資料に相違がある場合は失格とする場合があり、その者の行った入札書は無効とする場合があ

る。また、虚偽の書類等を提出した場合は大阪府建設工事入札参加停止要綱に基づき入札参加停止の措置を講じる場

合があるので、本調書の記入には十分注意すること。 

※ コリンズ番号がある場合は、記入すること。 

※ 公共工事とは、国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人又は地方住宅供

給公社が発注した工事をいう。 

※ 通知書番号欄は、当該工事の「参加資格確認通知書」に記載している番号を記入すること。 

※ 管理番号欄は、記入しないこと。 

※ 本調書には入札参加者の企業名が特定できる内容・名称を使用しないこと。（事後確認資料を除く） 

通知書番号 ‐ ‐ ‐ ‐

管 理 番 号
(府記入欄)

ﾍﾟｰｼ数 ／



 

 

 

 (参考様式３－②) 

 

企業の施工能力について 

 
工 事 成 績 評 定 点 調 書 
品質管理・環境マネジメント調書 

 

工事名：                                          
(注)必ず記入し、提出すること。 

未記入がある場合、加算点は０点となる場合がある。 

■工事成績評定点 

工事成績評定点の取得の有

無について該当事項に○印

を付すこと 

 有（以下の欄を記入すること） ・ 無（以下の欄は記入不要） 

工 事 名  

工 期 平成・令和  年 月 日 から 平成・令和 年 月 日まで 

工 事 場 所  

契約金額(税込)  

工事成績評定点 点 

＜注＞ 

※ 平成〇年〇月〇日から本件入札公告日の前月の同日（公告日が前月に存在しない日にちの場合は、前月の末日とす

る。【例】公告日が３月３１日の場合、２月28日）までに完成検査を受けた「大阪府発注工事」（当該案件と同じ

大阪府建設工事入札参加登録業種の工事に限る。）の工事成績評定点を記入すること。（随意契約除く） 

なお、上記期間内に複数の工事実績がある場合は、直近の工事成績評定点について記入すること。 

また、工事成績評定点について、同日に複数の完成検査を受けている場合は平均点を記載すること。 

ただし、上記期間内で本件入札公告日から過去２ヵ年以内に通知を受けた「大阪府発注工事」当該案件と同じ大阪

府建設工事入札参加登録業種の工事に限る。）の工事成績評定点が70点未満の工事実績がある場合は、その工事成

績評定点（2件以上有る場合、最も低い点数）を記入すること。 

※ 入札参加者が共同企業体の場合は、代表構成員の工事実績を評価の対象とする。 

※ 入札参加者が組合の場合は、組合として受注した工事実績を評価の対象とする。 

 

■品質管理・環境マネジメント 

 

ＩＳＯ9001 認証の取得の有無につい
て該当事項に○印を付すこと 

ＩＳＯ14001 認証の取得の有無につい
て該当事項に○印を付すこと 

・有（以下の欄を記入すること） 

・無（以下の欄は記入不要） 
・有（以下の欄を記入すること） 

・無（以下の欄は記入不要） 

登録番号   

登録日   

登録更新日   

有効期限   

＜注＞ 

※ 建設業に係る認証を取得している場合に限る。 

※ 本府と契約する本店・支店・営業所等が認証の範囲に含まれているものに限る。 

※ 認証を取得している場合、落札候補者は認証の写しを事後確認資料として提出すること。 

※ 入札参加者が共同企業体の場合は、代表構成員の認証取得の有無を評価の対象とする。 

※ 入札参加者が組合の場合は、組合の認証取得の有無を評価の対象とする。 

※ 通知書番号欄は、「参加資格確認通知書」に記載している番号を記入すること。 

※ 管理番号欄は、記入しないこと。 

※ 本調書には入札参加者の企業名が特定できる内容・名称を使用しないこと。（事後確認資料を除く。） 

 

通知書番号 ‐ ‐ ‐ ‐

管 理 番 号
(府記入欄)

ﾍﾟｰｼ数 ／



 

 

 

(参考様式3－③) 

 

 

企業の施工能力について 

登録基幹技能者調書 
 

(注)配置する場合は必ず記入し、提出すること。 

未記入がある場合、加算点は０点となる場合がある。 

 
工事名： 

 

１ 登録（○○○○）基幹技能者 
フリガナ  

登録基幹技能者氏名  

所属会社名  生年月日  

修了証番号  修了年月日  

登録番号    

従事する期間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

２ 登録（○○○○）基幹技能者 
フリガナ  

登録基幹技能者氏名  

所属会社名  生年月日  

修了証番号  修了年月日  

登録番号    

従事する期間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

３ 登録（○○○○）基幹技能者 
フリガナ  

登録基幹技能者氏名  

所属会社名  生年月日  

修了証番号  修了年月日  

登録番号    

従事する期間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

＜注＞ 

※ 登録基幹技能者は、下記の①～⑬の工事種目に対応した登録基幹技能者を対象とする。適用する登録基幹技能

者の職種の数に応じて評価点を加算する。ただし、最大３職種までとし、各職種 1 名までとする。 

①建設・土・鉄骨工事（とび・土工） ②鉄筋工事（鉄筋、圧接） ③コンクリート工事（型枠、圧送） 

④防水工事（防水） ⑤金属工事（建築板金） ⑥左官工事（左官） ⑦建具工事（サッシ・カーテンウォール） 

⑧塗装工事（建設塗装） ⑨内装工事（内装仕上工事） ⑩PC 工事(PC) ⑪電気工事（電気工事） 

⑫管工事（配管） ⑬基礎工事（基礎工） 

○○には登録基幹技能者の職種を記入すること。 

※ 登録基幹技能者は、下請企業が配置する者に限る。 

※ 登録基幹技能者と１級技能士の配置は兼ねることができない。 

※ 登録基幹技能者の資格者証の写しを、本技術審査資料に添付すること。 

※ 同等以上の者へ配置変更は可能とする。 

※ 通知書番号欄は、「参加資格確認通知書」に記載している番号を記入すること。 

※ 管理番号欄は、記入しないこと。 

※ 本調書には入札参加者の企業名が特定できる内容・名称を使用しないこと。（事後確認資料を除く。） 

 

通知書番号 ‐ ‐ ‐ ‐

管 理 番 号
(府記入欄)

ﾍﾟｰｼ数 ／



 

 

（参考様式3－④) 

 

 

企業の施工能力について 
 

1級技能士調書 
 

(注)配置する場合は必ず記入し、提出すること。 

未記入がある場合、加算点は０点となる場合がある。 

 

工事名： 

 

１ 
職種  

フリガナ  

技能士氏名  
特記の有無 有 ・ 無 

所属会社名  生年月日  

  番号  

従事する期間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

２ 
職種  

フリガナ  

技能士氏名  
特記の有無 有 ・ 無 

所属会社名  生年月日  

  番号  

従事する期間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

３ 
職種  

フリガナ  

技能士氏名  
特記の有無 有 ・ 無 

所属会社名  生年月日  

  番号  

従事する期間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

４ 
職種  

フリガナ  

技能士氏名  
特記の有無 有 ・ 無 

所属会社名  生年月日  

  番号  

従事する期間 令和  年  月 ～ 令和  年  月 

 
＜注＞ 

※ １級技能士は、下記の①～⑧及び特記仕様書で指定する(a)～(c)の技能士を対象とする。適用する１級技能士の職

種の数に応じて評価点を加算する。ただし、最大４職種までとし、各職種1名までとする。 

なお、特記仕様書で配置を義務付けている職種の１級技能士は、提案による１級技能士と兼ねることはできない。

特記仕様書で指定した職種で提案する場合は、必ずもう一人別の者を追加配置すること。 

①とび技能士 ②左官技能士 ③防水施工技能士 ④内装仕上げ施工技能士 ⑤サッシ施工技能士 

⑥塗装技能士 ⑦建築板金技能士 ⑧タイル張り技能士  

(a)鉄筋施工技能士 (b)型枠施工技能士 (c)コンクリート圧送技能士 

※ １級技能士は、下請企業が配置する者に限る。 

※ 登録基幹技能者と１級技能士の配置は兼ねることが出来ない。 

通知書番号 ‐ ‐ ‐ ‐

管 理 番 号
(府記入欄)

ﾍﾟｰｼ数 ／



 

 

※ 1 級技能士の資格者証の写しを、本技術審査資料に添付すること。 

※ 同等以上の者へ配置変更は可能とする。 

※ 通知書番号欄は、「参加資格確認通知書」に記載している番号を記入すること。 

※ 管理番号欄は、記入しないこと。 

※ 本調書には入札参加者の企業名が特定できる内容・名称を使用しないこと。（事後確認資料を除く。） 



 

 

 

(参考様式3－⑤) 

企業の信頼性・社会性について 

若手技術者調書１ 

工事名：               

 

(注)若手技術者を配置する場合は必ず記入し、提出すること。 

配置する若手技術者の候補者を複数とする場合は、この様式を複写し、若手技術者ごとに提出すること。 

あわせて若手技術者ごとの補助者について、必ず、様式３-⑥を作成し提出すること。 

なお、この場合はすべての若手技術者を評価し、加算点が最も小さいものを加算の対象とする。 

未記入がある場合、加算点は０点となる場合がある。 

 

■若手技術者 

フリガナ  

氏 名  

法令による免許 
（初回交付年月日） 

（交付年月日） 
（交付番号） 

監理技術者資格者証 
昭和・平成・令和  年  月  日 

平成・令和  年  月  日 
第       号 

（免許がある場合は記入すること。） 

生年月日  

年  齢 満   歳  

（契約工期の初日（令和 年  月  日予定）における年齢を記入すること。） 

技術者等区分 監理技術者  ／  現場代理人  ／ 担当技術者 

（該当する項目を○で囲むこと。） 

 

＜注＞ 

※ 落札候補者は、本調書に記載した者について、以下の確認資料を電子入札公告に記載した日時に持参すること。ただ

し、①は本調書に記載した者が監理技術者の資格を持っている者である場合に限る。 

①監理技術者資格者証（写しを提出） 

（資格者証の裏面にて監理技術者講習修了が確認できない場合は、受講証明書等の写しを添付すること） 

②若手技術者本人の健康保険被保険者証（写しを提出（保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングをする

こと）） 

ただし、監理技術者においては、監理技術者資格者証により参加資格確認申請書提出日において 3 ヶ月以上の雇用関

係を確認できない場合のみ 

※ 一人の配置技術者が若手技術者(様式３-⑤)と女性技術者(様式３-⑦)の両方に該当する場合は、いずれかのみ 

加点する。 

※ 本工事に配置する監理技術者は専任とし、特例監理技術者の配置は認めない。 

※ 通知書番号欄は、「参加資格確認通知書」に記載している番号を記入すること。 

※ 管理番号欄は、記入すること。 

※ 本調書には入札参加者の企業名が特定できる内容・名称を使用しないこと。（事後確認資料を除く。） 

 

通知書番号 ‐ ‐ ‐ ‐

管 理 番 号
(府記入欄)

ﾍﾟｰｼ数 ／



 

 

 

(参考様式３－⑥) 

企業の信頼性・社会性について 

 

 

若手技術者調書２（補助者） 

 

工事名：               

 
 (注)若手技術者を配置する場合は、必ず記入し、提出すること。 

配置する若手技術者（補助者）の候補者を複数とする場合は、この様式を複写し、若手技術者（補助者）ごとに提
出すること。 
未記入がある場合、加算点は０点となる場合がある。 

 
■補助する若手技術者                        

 

■補助者 

フリガナ  

氏 名  

生年月日  

法令による免許 
（初回交付年月日） 

（交付年月日） 

（交付番号） 

監理技術者資格者証 
昭和・平成・令和 年  月  日 

平成・令和  年  月  日 
第       号 

（免許がある場合は記入すること。） 

経験年数 

 

 

 

（左記免許がある場合は 

記入すること。） 

技術者等区分 

(※本工事で配置す

る区分に○を記入

すること) 

監理技術者  

主任技術者  

現場代理人 

（補助する若手技術者が監理技術者の場合、 

以下の「技術力を有する現場代理人」について該当する項目に○をすること） 

 

技術力を

有する現

場代理人

(※１) 

①「過去 15 年間に監理技術者として「大阪府発注工事」の「参加資格

工事」規模以上の工事で８０点以上の工事成績評定点」の実績を有す

る(※2) 

 

②「過去 15 年間に現場代理人として「大阪府発注工事」の「参加資格

工事」規模以上の工事（但し、同工事施工時に主任技術者を配置でき

る国家資格を有していること。）で８０点以上の工事成績評定点」の

実績を有する(※2) 

 

③「監理技術者として１０年以上」の経験を有する  

 

■補助者の工事実績 (※補助者が上記「技術力を有する現場代理人」①又は②の場合に記入) 

工事名称  

工事場所  

契約金額(税込)  

工 期 平成・令和 年  月  日 から 平成・令和 年  月  日 まで 

技術者区分  監理技術者 ／ 現場代理人 （該当する項目を○で囲むこと。） 

工事概要 
 

建物用途  工事種別 ・新築 ・改築 ・増築 

構 造  

階 数  

戸 数 戸 延べ面積 ㎡ 

CORINS 番号(コリンズ）  

工事成績評定点 点 

 

通知書番号 ‐ ‐ ‐ ‐

管 理 番 号
(府記入欄)

ﾍﾟｰｼ数 ／



 

 

＜注＞ 
※１ 「現場代理人又は監理技術者として、平成〇年〇月〇日から本件入札公告日の前月の同日（公告日が前月に存在し

ない日にちの場合は、前月の末日とする【例】公告日が３月 31 日の場合、２月 28 日）までに完成検査を受けた
「大阪府発注工事」の「参加資格工事」規模以上の工事で 80 点以上の工事成績評定点」の実績（随意契約除く）
を有する者、若しくは「監理技術者として 10 年以上」の経験を有するものをいう。 

※２ 本調書に記入する工事実績は、平成〇年〇月〇日から参加資格確認申請書提出日までに元請として完成・引渡しが
完了している１契約による「参加資格工事」規模以上の「大阪府発注工事」の工事実績とする。また、単体企業、
共同企業体代表構成員又は共同企業体構成員の中（当該共同企業体での出資比率が 20％以上のものに限る。）の
現場代理人又は監理技術者として従事した実績を対象とする。 

 
※ 構造、階数、延べ面積は、建築基準法上の数値を記載すること。 
※ 補助者の配置については、以下の通りとすること。 

・若手技術者を監理技術者として配置する場合⇒補助者は技術力を有する現場代理人 
・若手技術者を現場代理人として配置する場合⇒補助者は監理技術者又は主任技術者 
・若手技術者を担当技術者として配置する場合⇒補助者は監理技術者又は現場代理人 

※ 落札候補者は、本調書に記載した者が監理技術者の資格を持っている者である場合、以下の確認資料を電子入札公告
に記載した日時に持参すること。 
①監理技術者資格者証（写しを提出） 
（資格者証の裏面にて監理技術者講習修了が確認できない場合は、受講証明書等の写しを添付すること） 
②監理技術者本人の健康保険被保険者証（写しを提出（保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングをするこ 
と）） 
ただし、監理技術者資格者証により参加資格確認申請書提出日において 3 ヶ月以上の雇用関係を確認できない場合

のみ 
※ 落札候補者は、本調書に記載した者が主任技術者である場合、以下の確認資料を電子入札公告に記載した日時に持参

すること。 
・主任技術者資格を有する資格証（写しを提出） 
（監理技術者資格者証を有する者は、上記と同じ。） 
（建設業法に規定する実務経験を有する場合は不要） 

※ 技術力を有する現場代理人で、過去15年間に現場代理人として、「大阪府発注工事」の「参加資格工事」規模以上
の工事での実績による場合は、主任技術者を配置できる場合の国家資格の資格証（写しを提出）を電子入札公告に記
載した日時までに持参すること。 

※ 監理技術者又は現場代理人として従事した「参加資格工事」規模以上の工事の経験の評価は、全工事期間を通して従
事した場合に限る。 

※ 本工事に配置する監理技術者は専任とし、特例監理技術者の配置は認めない。 
※ 監理技術者としての工事実績は、特例監理技術者の工事実績を除く。 
※ 通知書番号欄は、「参加資格確認通知書」に記載している番号を記入すること。 
※ 管理番号欄は、記入しないこと。 
※ 本調書には入札参加者の企業名が特定できる内容・名称（コリンズ番号を除く）を使用しないこと。（事後確認資料

を除く。） 



 

 

 

(参考様式３－⑦) 

企業の信頼性・社会性について 

女性技術者調書１ 

 

工事名：               

 

(注)配置する場合は、必ず記入し、提出すること。 

配置する女性技術者の候補者を複数とする場合は、この様式を複写し、女性技術者ごと提出すること。あわせて技術

力を有する女性技術者以外の場合は、女性技術者ごとの補助者について、必ず、様式３-⑧を作成し提出すること。 

なお、この場合は全ての女性技術者を評価し、加算点が最も小さいものを加算の対象とする。 

未記入がある場合、加算点は０点となる場合がある。 

 

■女性技術者 

フリガナ  

氏 名  

法令による免許 
（初回交付年月日） 

（交付年月日） 

（交付番号） 

監理技術者資格者証 
昭和・平成・令和 年 月 日 
平成・令和  年  月  日 

第       号 
（免許がある場合は記入すること。） 

経験年数 

 

 

 

（左記免許がある場合

は記入すること。） 

技術者等区分 
監理技術者  ／  現場代理人  ／ 担当技術者 

（該当する項目を○で囲むこと。） 

技術力を有する 

女性技術者(※1) 

(右のいずれかに該当すれ

ば技術力「有」とする。) 

①「過去 15 年間に監理技術者として「大阪府発注工事」の「参加資格

工事」規模以上の工事で８０点以上の工事成績評定点」の実績(※2) 
有／無 

②「過去 15 年間に現場代理人として「大阪府発注工事」の「参加資格

工事」規模以上の工事（但し、同工事施工時に主任技術者を配置でき

る場合の国家資格を有していること。）で８０点以上の工事成績評定

点」の実績(※2) 

有／無 

③「監理技術者として１０年以上」の経験 有／無 

 

■工事実績  (※上記の技術力を有する女性技術者①又は②を配置する場合のみ記入) 

工事名称  

発 注 者  

工事場所  

契約金額(税込)  

工 期 平成・令和  年  月  日 から 平成・令和  年  月  日 まで 

技術者区分  監理技術者 ／ 現場代理人 （該当する項目を○で囲むこと。） 

工事概要 

建物用途  工事種別 ・新築 ・改築 ・増築 

構 造  

階 数  

戸 数 戸 延べ面積 ㎡ 

CORINS 番号 
（コリンズ） 

 

工事成績評定点 点 

 
＜注＞ 
※1 「現場代理人又は監理技術者として、平成〇年〇月〇日から本件入札公告日の前月の同日（公告日が前月に存在し

ない日にちの場合は、前月の末日とする【例】公告日が３月 31 日の場合、２月 28 日）までに完成検査を受けた

「大阪府発注工事」の「参加資格工事」規模以上の工事で 80 点以上の工事成績評定点」の実績（随意契約除く）

通知書番号 ‐ ‐ ‐ ‐

管 理 番 号
(府記入欄)

ﾍﾟｰｼ数 ／



 

 

を有する者、若しくは「監理技術者として 10 年以上」の経験を有するものをいう。上記の期間に該当する者が産

前・産後・育児休業、介護休業を取得した場合は、当該休業期間に相当する期間を評価対象期間に加えることがで

きる。 

※２ 本調書に記入する工事実績は、平成〇年〇月〇日から参加資格確認申請書提出日までに元請として完成・引渡しが

完了している１契約による「参加資格工事」規模以上の「大阪府発注工事」の工事実績とする。また、単体企業、

共同企業体代表構成員又は共同企業体構成員の中（当該共同企業体での出資比率が 20％以上のものに限る。）の

現場代理人又は監理技術者として従事した実績を対象とする。 

 

※ 構造、階数、延べ面積は、建築基準法上の数値を記載すること。 

※ 一人の配置技術者が若手技術者(様式３-⑤)と女性技術者(様式３-⑦)の両方に該当する場合は、いずれかのみ加点す

る。 

※ 技術力を有する女性技術者欄①から③のいずれかが「有」の場合、様式3-⑧の記入は不要。 

※ 落札候補者は、以下の確認資料を電子入札公告に記載した日時に持参すること。ただし、①は本調書に記載した者が

監理技術者の資格を持っている者である場合に限る。 

①監理技術者資格者証（表・裏の写しを提出） 

（資格者証の裏面にて監理技術者講習修了が確認できない場合は、受講証明書等の写しを添付すること） 

②女性技術者本人の健康保険被保険者証（写しを提出（保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングをするこ 

と）） 

ただし、監理技術者においては、監理技術者資格者証により参加資格確認申請書提出日において 3 ヶ月以上の雇用 

関係を確認できない場合のみ 

※ 技術力を有する女性技術者で、過去 15 年間に現場代理人として、「大阪府発注工事」の「参加資格工事」規模以上

の工事で実績による場合は、主任技術者を配置できる場合の国家資格の資格証（写しを提出）を電子入札公告に記載

した日時までに持参すること。 

※ 監理技術者又は現場代理人として従事した「参加資格工事」規模以上の工事の経験の評価は、全工事期間を通して従

事した場合に限る。 

※ 本工事に配置する監理技術者は専任とし、特例監理技術者の配置は認めない。 

※ 過去の監理技術者としての工事実績は、特例監理技術者の工事実績を除く。 

※ 通知書番号欄は、「参加資格確認通知書」に記載している番号を記入すること。 

※ 管理番号欄は、記入しないこと。 

※ 本調書には入札参加者の企業名が特定できる内容・名称（コリンズ番号を除く）を使用しないこと。（事後確認資料

を除く。） 

 

 

 



 

 

 

(参考様式３－⑧) 

企業の信頼性・社会性について 

 

 

女性技術者調書２（補助者） 

 

工事名： 

 

(注)女性技術者を配置する場合は、必ず記入し、提出すること。ただし、技術力を有する女性技術者の場合を除く。 
配置する女性技術者（補助者）の候補者を複数とする場合は、この様式を複写し、女性技術者（補助者）ごとに提出
すること。 
未記入がある場合、加算点は０点となる場合がある。 

 
 
■補助する女性技術者                     
 
■補助者  

フリガナ  

氏 名  

生年月日  

法令による免許 
（初回交付年月日） 

（交付年月日） 

（交付番号） 

監理技術者資格者証 
昭和・平成・令和 年 月 日 
平成・令和  年  月  日 

第       号 
（免許がある場合は記入すること。） 

経験年数 

 

 

 

（左記免許がある場合は

記入すること。） 

技術者等区分 

 

(※本工事で配置す

る区分に○を記入す

ること) 

監理技術者  

主任技術者  

現場代理人 

（補助する女性技術者が監理技術者の場合、 

以下の「技術力を有する現場代理人」について該当する項目に○をすること） 

 

技術力を有

する現場代

理人(※１) 

①「過去 15 年間に監理技術者として「大阪府発注工事」の「参加資格工事」

規模以上の工事で８０点以上の工事成績評定点」の実績を有する(※2) 

 

②「過去 15 年間に現場代理人として「大阪府発注工事」の「参加資格工事」

規模以上の工事（但し、同工事施工時に主任技術者を配置できる国家資

格を有していること。）で８０点以上の工事成績評定点」の実績を有す

る。(※2) 

 

③「監理技術者として１０年以上」の経験を有する  

 

■補助者の工事実績 (※補助者が上記「技術力を有する現場代理人」①又は②の場合に記入) 

工事名称  

発 注 者  

工事場所  

契約金額(税込)  

工 期 平成・令和 年  月  日 から 平成・令和 年  月  日 まで 

技術者区分  監理技術者 ／ 現場代理人 （該当する項目を○で囲むこと。） 

工事概要 
 

建物用途  工事種別 ・新築 ・改築 ・増築 

構 造  

階 数  

戸 数 戸 延べ面積 ㎡ 

CORINS 番号 
（コリンズ） 

 

工事成績評定点 点 

通知書番号 ‐ ‐ ‐ ‐

管 理 番 号
(府記入欄)

ﾍﾟｰｼ数 ／



 

 

 

＜注＞ 
※1 「現場代理人又は監理技術者として、平成〇年〇月〇日から本件入札公告日の前月の同日（公告日が前月に存在し

ない日にちの場合は、前月の末日とする【例】公告日が３月 31 日の場合、２月 28 日）までに完成検査を受けた
「大阪府発注工事」の「参加資格工事」規模以上の工事で 80 点以上の工事成績評定点」の実績（随意契約除く）
を有する者、若しくは「監理技術者として 10 年以上」の経験を有するものをいう。上記の期間に該当する者が産
前・産後・育児休業、介護休業を取得した場合は、当該休業期間に相当する期間を評価対象期間に加えることがで
きる。 

※２ 本調書に記入する工事実績は、平成〇年〇月〇日から参加資格確認申請書提出日までに元請として完成・引渡しが
完了している１契約による「参加資格工事」規模以上の「大阪府発注工事」の工事実績とする。また、単体企業、
共同企業体代表構成員又は共同企業体構成員の中（当該共同企業体での出資比率が 20％以上のものに限る。）の
現場代理人又は監理技術者として従事した実績を対象とする。 

 
※ 構造、階数、延べ面積は、建築基準法上の数値を記載すること。 
※ 様式 3-⑦における技術力を有する女性技術者欄が「有」の場合、本様式の記入は不要。 
※ 補助者の配置については、以下の通りとすること。 

・女性技術者を監理技術者として配置する場合⇒補助者は技術力を有する現場代理人 
・女性技術者を現場代理人として配置する場合⇒補助者は監理技術者又は主任技術者 
・女性技術者を担当技術者として配置する場合⇒補助者は監理技術者又は現場代理人 

※ 落札候補者は、本調書に記載した者が監理技術者の資格を持っている者である場合、以下の確認資料を電子入札公告
に記載した日時に持参すること。 
①監理技術者資格者証（表・裏の写しを提出） 
（資格者証の裏面にて監理技術者講習修了が確認できない場合は、受講証明書等の写しを添付すること） 
②配置監理技術者本人の健康保険被保険者証（写しを提出（保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングをす 
ること）） 

ただし、監理技術者資格者証により参加資格確認申請書提出日において3ヶ月以上の雇用関係を確認できない場合 
のみ 

※ 落札候補者は、本調書に記載した者が主任技術者である場合、以下の確認資料を電子入札公告に記載した日時に持参
すること。 
・主任技術者資格を有する資格証（写しを提出） 
（監理技術者資格者証を有する者は、上記と同じ。） 
（建設業法に規定する実務経験を有する場合は不要） 

※ 技術力を有する現場代理人で、過去15年間に現場代理人として、「大阪府発注工事」の「参加資格工事」規模以上
の工事での実績による場合は、主任技術者を配置できる場合の国家資格の資格証（写しを提出）を電子入札公告に記
載した日時までに持参すること。 

※ 監理技術者又は現場代理人として従事した「参加資格工事」規模以上の工事の経験の評価は、全工事期間を通して従
事した場合に限る。 

※ 本工事に配置する監理技術者は専任とし、特例監理技術者の配置は認めない。 
※ 監理技術者としての工事実績は、特例監理技術者の工事実績を除く。 
※ 通知書番号欄は、「参加資格確認通知書」に記載している番号を記入すること。 
※ 管理番号欄は、記入しないこと。 
※ 本調書には入札参加者の企業名が特定できる内容・名称（コリンズ番号を除く）を使用しないこと。（事後確認資料 

を除く。） 
 



 

 

(参考様式３－⑨) 

企業の信頼性・社会性について 

 

 

「担い手の確保」調書 

工事名：               

 

(注)建設キャリアアップシステム（CCUS）を活用する場合は、必ず□に✓を記入し、提出すること。 
 
 
 
 
 
 

活用の内容 

 

 

□ 事業者登録（※１）が完了しており、本工事の現場にカードリーダー等

（※２）の設置を行う。 

 

＜注＞ 

※１ 入札参加者が共同企業体の場合は、代表構成員が事業者登録していること。 
※２ 「カードリーダー等」とは、技能者の現場への入退場情報を処理できる機器（顔認証式やカードタッチ式等）のこ

とをいう。 
 
 
 

※ 落札候補者は、参加資格確認申請書提出日までに CCUS の事業者登録完了していることが確認できる資料として、 

以下①～④のいずれかの確認書類を電子入札公告に記載した日時に持参すること。 

 ①事業者登録完了メールの写し 

 ②建設キャリアアップシステムの事業者情報画面の写し 

 ③事業者登録完了のお知らせ（はがき）の写し 

 ④その他、事業者登録が確認できるもの 

 

 

通知書番号 ‐ ‐ ‐ ‐

管 理 番 号
(府記入欄)

ﾍﾟｰｼ数 ／



 

 

 
 

(参考様式３－⑩) 

企業の信頼性・社会性について 

 

 

「障がい者（障害者）雇用状況報告書」の提出について 

 

※ 加算の対象とする場合は、必ず記入し、提出すること。 

工事名：               

 

 

障がい者の実雇用率 ※ 

      ％（単体もしくは代表構成員の実雇用率） 

      ％（構成員） 

      ％（構成員） 

※ 共同企業体で入札参加する場合は、すべての構成員の実雇用率を記載してください。 

すべての構成員の実雇用率が障がい者の法定雇用率を超えている場合に加算の対象とします。 

※実雇用率について 

（１）法定の障害者雇用状況報告書の提出義務のある事業主 

・提出いただく「障害者雇用状況報告書（写し）」の「⑪ 実雇用率」欄の数を記載してください。 

・「⑪ 実雇用率」欄の記載が「2.30%」の場合には 

「⑩ 計」欄÷「⑧(ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数」欄×１００ 

の数を 2.3％超が分かる小数点以下の桁数まで記載してください。 

（２）法定の障害者雇用状況報告書の提出義務のない事業主 

・提出いただく「障がい者雇用状況報告書（常用雇用労働者 43.5 人未満事業主用）」の「⑤ 実雇用率」欄の数を

記載してください。 

 

※ 本調書に以下の書類を添付すること。 

（１）法定の障害者雇用状況報告書の提出義務のある事業主 

以下①～④のうち該当する書類（いずれも公共職業安定所の受付印のあるもの。電子申請を行った場合は、その到達を

確認できる書類を併せて添付すること） 

①常用雇用労働者43.5人以上の民間事業主（法定雇用2.3％） 

「障害者雇用状況報告書（以下「国報告書」という。）（様式第６号）」の写し 

②グループ適用の認定を受けた事業主（法第45条の認定を受けた事業主） 

「国報告書（様式第６号の２（２））」の写し 

③企業グループ算定特例を受けた事業主（法第45条の２の認定を受けた事業主） 

「国報告書（様式第６号の３（２））」の写し 

④事業協同組合等算定特例を受けた事業主（法第45条の３の認定を受けた事業協同組合等の事業主） 

「国報告書（様式第６号の４（２））」の写し 

（２）法定の障害者雇用状況報告書の提出義務のない事業主 

以下書類で大阪府商工労働部雇用推進室の受付印のあるもの 

「障がい者雇用状況報告書（常用雇用労働者43.5人未満の民間事業主用）の写し 

 

障がい者の雇用率及び書類について不明点等ある場合は、以下問い合わせ先に確認してください。 

【問い合わせ先】 

大阪府商工労働部 雇用推進室 就業促進課 障がい者雇用促進グループ 

〒540－0031 

大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか本館11階 

電話：06-6360-9077・9078 FAX：06-6360-9079 

 

通知書番号 ‐ ‐ ‐ ‐

管 理 番 号
(府記入欄)

ﾍﾟｰｼ数 ／



 

 

 

(参考様式４－①) 

 

 

配置監理技術者の能力について 

（注）：配置監理技術者を複数とする場合は、この様式を複写し、それぞれの配置監理技術者ごとに提出すること。この
場合はすべてを評価し、加算点が最も小さいものを加算の対象とする。なお、主任技術者を配置できる場合の国
家資格を有する現場代理人、監理技術者および主任技術者以外の技術者として、工事に従事した場合は評価の対
象とはならない。） 

 

工 事 実 績 調 書  
 

工事名： 

 

(注)必ず記入し、提出すること。 

未記入がある場合、加算点は０となる場合がある。 

 

■配置監理技術者等（共同企業体の場合は代表構成員の監理技術者に限る。）における同種工事等の工事実績 

フリガナ  

監理技術者氏名  

生 年 月 日  

入 社 年 月 日  

加算点の対象となる工事

実績の有無についていず

れかに○印を付すこと 

・同種工事規模以上 有（以下の欄を記入すること） 

・参加資格規模以上 有（以下の欄を記入すること） 

・参加資格規模未満又は経験なし〔以下の欄は記入不要〕 

工 事 名  

発 注 者  

工事場所  

契約金額(税込)  

工 期 平成・令和  年 月 日 から 平成・令和 年 月 日 まで 

技術者区分 主任技術者 ／ 監理技術者 ／ 現場代理人 （該当項目を○で囲む） 

工事概要 

建物用途  

構 造  

階 数  

戸 数  戸 延べ面積 ㎡ 

工事種別 新築 ／ 増築 ／ 改築 (該当項目を○で囲む) 

CORINS 番号 
（コリンズ） 

○○○○○○○○－○○○○－○○○○○ 

 

＜注＞ 

※ 本調書に記入する工事実績は、平成〇年〇月〇日から参加資格確認申請書提出日までに元請として完成・引渡しが完

了している１契約による「同種工事」規模以上又は「参加資格工事」規模以上（以下「同種工事等」という。）の実

績とする。 

なお、単体企業及び共同企業体代表構成員の監理技術者、現場代理人又は主任技術者として従事した実績を対象とし、

共同企業体構成員の中（当該共同企業体での出資比率が20％以上のものに限る。）の主任技術者として従事した実績

を対象とする。 

但し、いずれの場合もコリンズで確認できる公共工事の実績に限る。 

また、対象工事の全期間を従事したものに限る。 

上記の期間に当該監理技術者が産前・産後・育児休業、及び介護休業を取得した場合は、当該休業期間に相当する期

間を加えることができる。 

※ 本調書に記述した物件の図面（建物用途、構造、階数、延べ面積など工事内容のわかる図面、その他必要な図面の写

し）を添付すること。ただし、様式３－①に記述した企業の工事実績と異なる場合のみとする。また、実績が「都市

整備部住宅建築局（旧建築部・旧住宅まちづくり部含む）発注工事」の場合は不要とする。 

通知書番号 ‐ ‐ ‐ ‐

管 理 番 号
(府記入欄)

ﾍﾟｰｼ数 ／



 

 

※ 従事した「同種工事等」の工事実績が様式３-①による企業の工事実績と異なる場合は、その工事実績について、以

下の資料を持参すること。 

・本調書に記載した物件の契約書（写しを提出）(受注形態が共同企業体の場合は、共同企業体協定書（写しを提出）

共) 

・工事実績については、対象物件の発注者に問い合わせるなど、事実確認を行う場合がある。 

※ 落札候補者は、本実績調書に記載した者について、以下の確認資料を電子入札公告に記載した日時に持参すること。 

・監理技術者資格者証（表・裏の写しを提出） 

（資格者証の裏面にて監理技術者講習修了が確認できない場合は、受講証明書等の写しを添付すること） 

・配置監理技術者本人の健康保険被保険者証（写しを提出（保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングをす

ること）） 

ただし、監理技術者資格者証により参加資格確認申請書提出日において3ヶ月以上の雇用関係を確認できない場合

のみ 

・現場代理人での工事実績を評価する場合においては、主任技術者を配置できる場合の国家資格（写しを提出） 

※ 本実績調書と事後確認資料に相違がある場合は失格とする場合があり、その者の行った入札書は無効とする場合があ

る。また、虚偽の書類等を提出した場合は大阪府建設工事入札参加停止要綱に基づき入札参加停止の措置を講じる場

合があるので、本調書の記入には十分注意すること。 

※ 現場代理人を評価する際は、主任技術者を配置できる場合の国家資格を有している場合に限る。 

※ 配置監理技術者は、契約工期の初日（令和〇年〇月〇日予定）において他の工事に従事していないことを確認できる

者に限るものとし、本工事において特例監理技術者の配置は認めない。 

※ 監理技術者としての工事実績は、特例監理技術者の工事実績を除く。 

※ 公共工事とは、国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人又は地方住宅供

給公社が発注した工事をいう。 

※ 通知書番号欄は、当該工事の「参加資格確認通知書」に記載している番号を記入すること。 

※ 管理番号欄は、記入しないこと。 

※ 本調書には入札参加者の企業名が特定できる内容・名称（コリンズ番号を除く）を使用しないこと。（事後確認資料

を除く） 

 

 

 



 

 

(参考様式４－②) 

 

 

配置監理技術者の能力について 

（注：配置監理技術者を複数とする場合は、この様式を複写し、それぞれの配置監理技術者ごとに提出すること。この場

合はすべてを評価し、加算点合計が最も小さい者を加算の対象とする。なお、監理技術者以外の技術者として工事

に従事した場合は、評価の対象とならない。） 

 

工事成績評定点・資格調書 
 

工事名：                                          
 

(注)必ず記入し、提出すること。 

未記入がある場合、加算点は０となる場合がある。 

 

■配置監理技術者（共同企業体の場合は代表構成員の監理技術者に限る。） 

フリガナ  

氏  名  

法令による免許 
（初回交付年月日） 

(交付年月日) 
(交付番号) 

監理技術者資格者証 
昭和・平成・令和  年  月  日 

平成・令和  年  月  日 
第       号 

 

■上記の者が監理技術者として従事した工事の工事成績評定点 

監理技術者として従事した工

事の工事成績評定点の取得
の有無について該当事項に
○印を付すこと 

有（以下の欄を記入すること） ・ 無（以下の欄は記入不要） 

工 事 名  

工 期 平成・令和  年 月 日 から 平成・令和 年 月 日 まで 

工事場所  

契約金額(税込)  

工事成績評定点 点 

＜注＞ 
※ 平成〇年〇月〇日から本件入札公告日の前月の同日（公告日が前月に存在しない日にちの場合は、前月の末日とする。 

【例】公告日が３月３１日の場合、２月 28 日）までに監理技術者として完成検査を受けた「大阪府発注工事」（当該

案件と同じ大阪府建設工事入札参加登録業種の工事に限る。）の工事成績評定点を記入すること。（随意契約除く） 

また、上記の期間に当該監理技術者が産前・産後・育児休業、及び介護休業を取得した場合は、当該休業期間に相当

する期間を加えることができる。 

なお、上記期間内に複数の工事実績がある場合は、直近の工事成績を記入すること。ただし、上記期間内で本件入札

公告日から過去２ヵ年以内に通知を受けた「大阪府発注工事」（当該案件と同じ大阪府建設工事入札参加登録業種の

工事に限る。）の工事成績評定点が 70 点未満の工事実績がある場合は、その工事成績評定点（2 件以上有る場合、

最も低い点数）を記入すること。 

※ 本工事に配置する監理技術者は専任とし、特例監理技術者の配置は認めない。 

※ 監理技術者としての工事実績は、特例監理技術者の工事実績を除く。 
 

■上記の者が保有する資格（該当事項に○印を付し、有の場合は登録番号を記入すること） 

保有資格の種類 
1 級建築士  有 （番号        ） 無 

1 級建築施工管理技士  有 （番号        ） 無 

＜注＞ 
※ 落札候補者は、監理技術者資格証及び保有資格の資格証（写しを提出）を電子入札に記載した日時に事後確認資料

として提出すること。 

※ 通知書番号欄は、「参加資格確認通知書」に記載している番号を記入すること。 

※ 管理番号欄は、記入しないこと。 

※ 本調書には入札参加者の企業名が特定できる内容・名称を使用しないこと。（事後確認資料を除く。） 

通知書番号 ‐ ‐ ‐ ‐

管 理 番 号
(府記入欄)

ﾍﾟｰｼ数 ／



 

 

 

(参考様式４－③) 

 

企業の信頼性・社会性について 

配置監理技術者の能力について 

 

配置監理技術者等実績等に関する休業の特例に関する申請書 

 

工事名： 

 

 
(注)特例申請する場合は、提出すること。 

 

 

 

標記工事について配置監理技術者等実績等に関する休業の特例に関する申請書を提出します。 
 

 

 

氏名：  

過去15年間において休業を取得した通算日数  

休業の種類（産前・産後、育児、
介護の別を記載する） 休業取得期間及び日数 

 平成・令和  年    月    日から平成・令和   年   月    日まで     日間  

 平成・令和  年    月    日から平成・令和   年   月    日まで     日間 

 平成・令和  年    月    日から平成・令和   年   月    日まで     日間 

 

＜注＞ 

※ 対象となる休業は以下のとおり。 

・産前産後休業（「労働基準法」第65条第１項又は第２項の規定による休業） 

・育児休業（「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第２条第１号に規定する

休業） 

・介護休業（同上第２号に規定する休業） 

※ 落札候補者は、本調書に記載した者について、以下の確認資料を事後審査時に持参すること。 

(各種申請書・証明書、診断書はいずれも写しを提出） 

・産前産後休業・・・母子手帳の写し、会社への申請書又は証明書等 

・育児休業・・・・・出生届受理証明書、入園不承諾証明書、会社への申請書又は証明書等 

・介護休業・・・・・医師の診断書、会社への申請書又は証明書等 

 

通知書番号 ‐ ‐ ‐ ‐

管 理 番 号
(府記入欄)

ﾍﾟｰｼ数 ／



 

 

 

（参考様式５ 建築工事） 

 

 

自己採点表 
工事名： 

評価項目 評 価 基 準 配点 加算点 

企
業
の
施
工
能
力 

工程管理 
工程管理 

（工程表） 

主要な工事が記載され、施工手順、施工期間等が適切である場合 1.0 
/1.0  

施工手順・施工計画が不適切である場合 -５.0 

工事実績 

過去15年間の同種工

事の工事実績 

同種工事規模の実績あり 2.5 

/2.5 同種工事規模の80%以上で同種工事規模未満の実績あり 1.5 

同種工事規模の80%未満で参加資格工事規模以上の実績あり 0 

過去15年間の工事成

績評点 

８5点以上 1.0 

/1.0 

８０点以上８5点未満 075 

7５点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

65点以上70点未満 

65点未満 -3.0 

品質管理・ 

環境マネジメント 

ISO9001又は 

ISO14001 認 証 取 得

の有無 

ISO9001及びISO14001認証取得の認証取得あり 1.0 

/1.0 ISO9001若しくはISO14001のいずれかの認証取得あり 0.5 

未取得 0 

品質確保 

登録基幹技能者 配置工種（最大３職種）×0.3点 0.9 

/１.5 1級技能士 配置工種（最大４職種）×0.15点 0.6 

資格者なし  0 

企
業
の
信
頼
性
・
社
会
性 

若手技術者 

の育成・活躍 

若手技術者（40歳以下）を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

/1.0 

若手技術者（40歳以下）を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

若手技術者（40歳以下）を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし 0 

女性技術者 

の育成・活躍 

技術力を有する女性技術者を監理技術者又は現場代理人として配置する 1.0 

/1.0 

女性技術者を監理技術者として配置し、 

かつ補助者として技術力を有する現場代理人を配置する 
1.0 

女性技術者を現場代理人として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は主任技術者を配置する 
1.0 

女性技術者を担当技術者として配置し、 

かつ補助者として監理技術者又は現場代理人を配置する 
0.5 

配置なし 0 

担い手の確保 
担い手確保及び定職率

の向上 

建設キャリアアップシステム（CCUS）の活用 0.5 
/0.5 

上記活用なし ０ 

大阪府施策に 

対する取組 
障がい者の雇用状況 

障がい者の実雇用率が法定雇用率を超えている 0.5 
/0.5 

超えていない 0 

配
置
監
理
技
術
者
の
能
力 

工事実績 

過去15年間の監理（主

任）技術者若しくは現

場代理人として従事し

た工事実績 

同種工事規模以上の工事実績あり 2.0 

/2.0 同種工事規模未満で参加資格工事規模以上の工事実績あり 1.0 

参加資格工事規模未満の工事実績又は工事実績なし 0 

過去15年間の監理技

術者として従事した工

事の工事成績評定点 

８5点以上 1.0 

/1.0 

８０点以上８5点未満 0.75 

7５点以上80点未満 0.5 

70点以上75点未満又は実績なし 
0 

70点未満 

資 格 
監理技術者の保有する

資格 

1級建築士かつ1級建築施工管理技士 1.0 
/1.0 

上記の資格なし 0 

加算点合計 /14.0 

＜注＞ 

※ 配置監理技術者が複数の場合は、加算点合計が最も小さい配置監理技術者の加算点を記入すること。 

※ 現場代理人を評価する際は、主任技術者を配置できる場合の国家資格を有している場合に限る。 

※ 本工事に配置する監理技術者は専任とし、特例監理技術者の配置は認めない、 

※ 監理技術者としての工事実績は、特例監理技術者の工事実績を除く。 

※ 配点欄の数字に○印を付し、加算点欄に自己採点した結果を記入して本技術審査資料に添付すること。 

※ 通知書番号欄は、「参加資格確認通知書」に記載している番号を記入すること。 

※ 管理番号欄は、記入しないこと。 

※ 本調書には入札参加者の企業名が特定できる内容・名称を使用しないこと。（事後確認資料を除く。） 

通知書番号 ‐ ‐ ‐ ‐

管 理 番 号
(府記入欄)

ﾍﾟｰｼ数 ／



 

 

 

（参考様式６） 

令和 年 月 日 

 

 

技術提案（審査）資料に係る評価結果に対する質問書 

 

 

大阪府総務部契約局長 様 

 

 （共同企業体の場合は、共同企業体名及び代表構成員名を合わせて記入すること） 
（組合の場合は、組合名及び代表者名を合わせて記入すること） 

       住    所 

       商号又は名称               

       代 表 者 名 

 

技術提案（審査）資料に係る評価結果に対し、以下のとおり質問します。 

工事名  

公告日  

質問事項 

 

※ 質問事項に根拠がある場合は、根拠資料として添付すること。 

※ 他の入札参加者に関する質問は受けない。質問された場合でも回答しない。 

 

 

 

 

注）この質問書は、共通入札説明書に示すとおり、所定の期日までに「電子入札公告」の

「担当課」の「工事担当」まで書面を持参すること。 


